
 

子どもにやさしいまち“実現戦略”をリアルに考える 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

連続 5 回講座 （各回共通13時～16時 30分開催） 

①①22001188年年 99//2299（（土土））  ②②1100//2277（（土土））  ③③1111//2244（（土土））  
④④1122//1166（（日日））  ⑤⑤22001199年年 11//2266（（土土））※詳細は裏面をご覧ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 

■参加費：全 5回一括 6,000円（税込）・・・1回毎の参加費は 1回につき 2,000円（税込） 
ユース（18～25歳）は 1回ごとの参加を 500円（税込）。全 5回出席の場合 2,500円。 

■定 員：40人（事前のお申し込みが必要です）※ただし、定員に空きがある場合は当日のご参加も可能です。 

■お申込み：Webフォーム http://bit.ly/2LYzjIL 

メール・FAX：必要事項①～⑦を明記の上、事務局（担当：NPO法人 CAPセンター・JAPAN）
までお申し込みください。 

      ①お名前（ふりがな）、②ご所属、③連絡先（TEL）、④メールアドレス、⑤講座に期待すること、
⑥一括申込み、あるいは第〇回目（複数回可）参加、⑦参加費合計金額 

■お支払い：一括、あるいは各回ごとのお申込みのいずれも、お申込み後、1週間以内に口座（裏面参照）
に参加費を振込みください。お振込み確認後、事務局よりご連絡を差し上げ、参加確定とな
ります。※5日前までのキャンセルは、手数料 800円を差し引き、返金いたします。 

 

連続
講座 

子どもにやさしいまちは、誰にとってもやさしいまち。その実現には、市民社会のアクションが大きな原動力となります。 
来年（2019 年）は、子どもの権利条約が国連で採択されてから 30 年、日本が批准してから 25 年。その

節目の年に関西で「子どもにやさしいまち」をめざす施策が展開されるよう、子ども条例の作り方を学び、アクションに
つなげる連続講座！ 
第 1部は“条例を学ぼう”編で、子ども条例の制定や子どもの育ちを支援する独自の取り組みを行っている先駆

的な事例と成果を学びます。第 2 部の“子ども条例実現”レシピ編では、事例から得た視点を活かして、自分たち
のまちや現場でできる具体的なアクションをワークショップ形式で考えていきます。 

 

主催：子どもの権利条約 関西ネットワーク 

子ども条例のつくり方 
 子どもにやさしいまちは、誰にとってもやさしいまち。 

コーディネーター    武田 緑さん （前 一般社団法人コアプラス 代表理事） 
浜田進士さん （子どもの権利条約総合研究所 関西事務所長） 

   林 大造さん （追手門学院大学社会学部 教員）  

子ども条例って？ 
国連の「子どもの権利条約」で掲げられている４つの権利（生きる権
利・育つ権利・守られる権利・参加する権利）を保障する取り組みを、
自治体レベルで具現化・定着を図るための条例のこと。条例化できる
と、継続的で安定した子ども支援の施策が可能になります。 



 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                               参加費お振込先【郵便振替口座】 

    [加入者名]子どもの権利条約 関西ネットワーク  
[口座番号] 00970－0－174129 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

第 1回 99 月月 2299日日（（土土）） ウェルおおさか（大阪市社会福祉研修・情報センター／JR今宮駅徒歩 10分） 
講師：小宮山健治さん（元川崎市市民局長・元川崎市生涯学習財団理事長） 

第 1部：自治体関係者から学ぶ（その１） 子ども条例ができることで何が変わるのか 
「川崎市子どもの権利に関する条例」は日本で最初の子どもの権利に関する総合的な条例です（2001年 4月 1日施
行）。この条例を柱に子ども夢パーク、子ども会議、子どもの人権委員会など「子どもにやさしいまちづくり」の理想的な
フルセットの取り組みが行われています。 

第 2部：発信力を高めて共感者を増やそう！① 「わたし」はなぜ条例をつくりたいのか？ 
 

第 2回 1100月月 2277 日日（（土土）） HRCビル（JR・大阪メトロ弁天町駅徒歩 10分） 
講師：奈良市子ども未来部子ども政策課課長補佐 井ノ上寿苗さん、企画政策係 石田真規さん 

第 1部：自治体関係者から学ぶ（その 2） 奈良市子どもにやさしいまちづくり条例の制定と運用 
子ども参加のとりくみ 施策実現型子ども会議から共同決定型子ども会議へ 

第 2部：発信力を高めて共感者を増やそう！② 「わたしたち」が共有している思い・価値観とは？ 
 

第 3回 1111月月 2244 日日（（土土）） ウェルおおさか（大阪市社会福祉研修・情報センター／JR今宮駅徒歩 10分） 
講師：兵庫県宝塚市子ども政策課係長 坂元あゆみさん 

第 1部：自治体関係者から学ぶ（その 3） 宝塚市子どもの権利サポート委員会条例の制定と運用 
第 2部：発信力を高めて共感者を増やそう！③ なぜ「いま」子ども条例が必要なのか？ 

 

第 4回 1122月月 1166 日日（（日日）） HRCビル（JR・大阪メトロ弁天町駅徒歩 10分）  
講師：大阪府泉南市教育委員会 古藤典子さん 

第 1部：自治体関係者から学ぶ（その 4） 泉南市子どもの権利条例の制定 
小規模自治体ながら総合的な取り組みを展開している自治体 青少年センターの運営会議に子ども参加 

第 2部：戦略を立てて実行しよう！① アクションプランづくり&実行へ向けて･･･ 
 

第 5回 11 月月 2266日日（（土土）） ウェルおおさか（大阪市社会福祉研修・情報センター／JR今宮駅徒歩 10分） 
講師：大谷順子さん（特定非営利活動法人子ども NPOセンター福岡 代表理事） 

第 1部：「子どもにやさしいまち」の実現を目指す福岡のネットワークから学ぶ 
現在、福岡県内には４自治体で子ども条例など、子どもの権利保障システムが誕生しています。子どもNPOセンター福岡は、市
民の側からの世論づくりのネットワークセンターとして、多くの市民、NPO とともに活動を進めてきました。福岡で、子どもに
関する様々な課題にとりくむ多くのNPOや、それをつなぐネットワークの広がり、そこからの多くの成果を紹介いただきます。 

第 2部：戦略を立てて実行しよう！② 実行経過の共有とブラッシュアップ 
 

申 込 書 

お名前（ふりがな） 
  

ご所属 
 

TEL 
FAX または 
E-mail 

受講講座 
いずれかに○をしてください 

 ・全 5回とも参加 
・第 1回  ・第 2回  ・第 3回  ・第 4回  ・第 5回 

 

申込・問合せ 子どもの権利条約 関西ネットワーク 
事務局担当 ：NPO法人 CAPセンター・JAPAN 
TEL：(06)6648-1120  FAX：(06)6648-1121 
E-mail： kodomonokenrikansai@gmail.com 

 


